
NO ご意見の概要 取扱い 区の考え方 主な該当箇所

1

長期の停電に備えた安定した自
立分散型エネルギーの導入

　東京都国土強靭化地域計画を
踏まえて、通常の非常用発電機
では対応できない長期の停電に
備え、災害対策拠点等において
は、出力が不安定な太陽光発電
設備に加えて、災害時の供給信
頼性の高い中圧の都市ガスを利
用したコージェネレーションシ
ステムを導入することが有効で
あることから、以下のとおり変
更すべきと考えます。
・災害対応業務を行うための自
立分散型電源（太陽光発電機
器、蓄電池、コージェネレー
ションシステム等）の導入や非
常用発電設備等の強化が必要で
ある。

□

　ご意見として伺います。
　災害等による停電発生時にお
いても災害対応業務を着実に継
続していくことは極めて重要で
す。そのため、非常用発電機を
用いた電力確保の向上に努めて
いるところです。また、区施設
の建物規模等により自律分散型
電源の導入の可否が異なること
から、施設の改修時に参考とさ
せていただきます。

(４)脆弱性の抽出
P.42
推進目標３
3-1 区職員・施設等
の被災による行政機
能の大幅な低下の発
生
推進目標４
4-1 電力供給停止、
テレビ・ラジオ放送
の中断等による防災
情報発信の遅延・停
滞の発生
p.43
推進目標６
6-1 ライフライン
（電気・ガス・上下
水道等）の機能停止
による生活・経済活
動への支障の発生

2

避難所の空調・換気機能の強化

　新型コロナウィルス感染症の
発生を踏まえ自然災害との複合
災害が想定されることから、避
難所において、適切な温熱環境
のもとで換気を確保するため、
停電時に運転可能な冷暖房設備
を導入することが有効であるこ
とから、以下のとおり変更すべ
きと考えます。

（３番目の項目として追記）
・避難所において、適切な温熱
環境のもとで換気を確保するた
め、停電時に運転可能な冷暖房
設備の導入が必要である。

□

　ご意見として伺います。
　避難所の電力確保については
非常用電源の確保はもとより、
蓄電池の配備や民間事業者と災
害時における給電車両の貸与に
関する協定を締結するなどの強
化を図っているところです。い
ただいたご意見につきましては
今後の検討にあたり参考とさせ
ていただきます。

(４)脆弱性の抽出
P.42
推進目標２
2-6　避難所におけ
る生活環境の悪化や
疫病・感染症等の発
生
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3

在宅避難の推進

　新型コロナウィルス感染症の
発生を踏まえ自然災害との複合
災害が想定されることから、避
難所への避難人員の抑制に向け
て在宅避難を推進すべきと考え
ます。在宅避難には家庭内備蓄
に加えて最低限の電気の確保が
必要であることから、以下を追
記すべきと考えます。

（４番目、５番目の項目として
追記）
・耐震化が図られ、十分に安全
が確保されている住民にあって
は、避難所への避難人員の抑制
に向けて在宅避難を促進する。
・住宅への非常用電源確保のた
め、自立分散型電源（太陽光発
電設備、蓄電池、家庭用燃料電
池等）の設置を促進する必要が
ある。

また、重点的に推進する強靭化
施策の一つとして、「防災対策
優良マンションの認定」（P.47)
があげられておりますが、貴区
の防災対策優良マンションの認
定制度は、ソフト面の防災対策
を積極的に取組むマンションを
対象としております。
今後は、集合住宅における在宅
避難の拡大を視野に入れ、防災
対策優良マンションの認定制度
などにおいて、マンションへの
自立分散型電源（太陽光発電設
備、蓄電池、家庭用燃料電池
等）の設置を誘導する施策をご
検討頂きたく考えます。

□

　ご意見として伺います。
　マンション居住者が多い本区
の特性により、大地震や風水害
時の避難行動として、「在宅避
難」を推奨し、その取組に努め
ているところです。また、住宅
やマンションへの自立分散型電
源の設置の促進については、自
助・共助の取組として今後の検
討にあたり参考とさせていただ
きます。

(４)脆弱性の抽出
P.42
推進目標２
2-6　避難所におけ
る生活環境の悪化や
疫病・感染症等の発
生
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帰宅困難者対策の推進

　都心に立地する貴区の特徴と
して、帰宅困難者が想定を超え
て大量に発生するリスクがあり
ます。帰宅困難者の受入れ対応
施設においては、発災直後に正
確な情報を把握するためにも、
帰宅困難者の情報端末機器等へ
の充電に対応する必要がありま
す。このため、災害発生時の電
源確保に向けて、自立分散型電
源（太陽光発電機器、蓄電池、
コージェネレーションシステム
等）の導入を促進する必要があ
ることから、以下を追記すべき
と考えます。

（２番目の項目として追記）
・帰宅困難者の受入れ対応施設
において、情報端末機器への充
電等に対応するため、自立分散
型電源（太陽光発電機器、蓄電
池、コージェネレーションシス
テム等）の導入を促進する必要
がある。

5

都の計画の併記

　都の計画も、それが都による
ものであることをわかるように
して、併記をお願いいたしま
す。

△

　本計画は中央区として国土強
靭化を推進するための計画であ
るため、東京都の計画の併記は
不要といたしました。なお、素
案50ページ、51ページに参考と
して国および東京都の、基本目
標と推進目標の対応表を掲載し
ています。

-

6

最新のデータでの想定

　都の災害想定や浸水想定が更
新されるとのこと。
　最新のデータを用いて想定を
することを求めます。

〇

　ご指定の当該データは未公表
のものもあり、本計画は現時点
における被害想定で取りまとめ
ています。本計画（素案）の49
ページに記載のとおり、国や東
京都が定める国土強靭化計画お
よびそれに関連するガイドライ
ンの変更や今後のさまざまな社
会環境の変化等に応じて、適宜
見直しを行っていきます。

-

〇

　非常用電源を確保する強化策
は、帰宅困難者の受入れ施設に
おいても重要な取組の一つであ
ります。そのため、帰宅困難者
支援施設運営協議会を通じて、
そうした取組の啓蒙普及に努め
ているほか、中央区まちづくり
基本条例の協議を通じて防災対
策の強化を図っています。

(４)脆弱性の抽出
P.42
推進目標２
2-4　想定を超える
大量かつ長期の帰宅
困難者の発生および
デマの発生・拡散に
よる群衆事故の発生

4
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7

施策の実施状況でのその内容が
分かる記載に

　「施策の実施状況」の記載に
おいて、「体制整備済み」「体
制構築済み」なる文言が多くみ
られる。
　もう一度、見なおしていただ
き、どのように「体制が整備済
み」または「体制が構築済み」
なのか、それを示す主なことが
らをあげて数量などで整備の状
況の進捗が分かるように記載を
お願いします。

□

  各施策の記載内容は地域防災
計画をはじめ各行政分野の計画
等に位置付けられている内容で
あり、具体的な数値等の内容は
それらの計画等を参照していた
だくことを前提としています。

-

8

止水板の全公共施設への設置

　月島エリアはじめ、浸水は起
こり得る。密閉が効いて、止水
板を配備すれば、浸水被害は、
少なくできるため、止水板の設
置を、全公共施設で設置するこ
とを求めます。

□   ご意見として伺います。
(３)施策の実施状況
P.16
水防体制の構築

9

止水板設置と非常用電源配置へ
のマンションへの補助制度

　マンションのおいても、止水
板を設置し、住民自らが、災害
時に稼働することができれば、
浸水被害を食い止めることが可
能である。また、万が一、停電
でも、非常用電源が稼働できれ
ば、エレベーターを動かすこと
ができる。
　それらへの補助制度を設ける
ようにお願いします。

□

　ご意見として伺います。
　なお、区では、防災区民組織
のほかマンション管理組合に対
して必要な防災資器材の供与な
どの防災対策の支援を行ってい
ます。

(３)施策の実施状況
P.16
水防体制の構築

10

医療関係者の災害時に向けた
ネットワークの強化

　医療関係者のネットワークを
作り、日ごろから防災につい
て、そのネットワークで意見交
換し、顔の見える関係にしてお
くことが重要であると考えま
す。
　いざというときに、顔の見え
る関係があれば、医療の連携
も、災害時にスムーズに行えま
す。

□

　ご意見として伺います。
　なお、区では、災害時の医療
救護活動が適切に実施されるよ
う中央区応急救護連携会議等を
開催し、医療救護体制の構築に
向けた協議を進めています。

(３)施策の実施状況
P.21
災害時医療救護体制
の整備
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11

食料備蓄の必要性

　外来者を含め、備蓄量は大丈
夫だろうか。日中の人口が、60
万人であり、その数が滞在する
ことになると、区の食料備蓄は
一日ももたなくなる。
　食料備蓄の量の再検討と、
ローリングストックの実践をお
願いします。

□

　区では地域防災計画に基づ
き、避難者想定数の３日分の飲
料水・食料等の備蓄を行ってい
ます。また、区民に対しては在
宅避難に必要な備蓄の積極的な
普及・啓発を進めています。
　一方、事業者や来街者等の備
蓄については、「東京都帰宅困
難者対策条例」に基づく都・区
の取組のほか、企業等の従業員
等一斉帰宅抑制、集客施設及び
鉄道事業者の利用者保護、一時
滞在施設の来街者等受入れな
ど、それぞれの役割に応じた備
蓄の確保を進めており、こうし
た共助・公助の連携を図りなが
ら、対策の強化に努めてまいり
ます。

(３)施策の実施状況
P.27、34
自宅や防災拠点での
備蓄の推進、備蓄倉
庫の整備 等

12

マンション建設においては、電
源は、２階以上の配置へのイン
センティブ付与

　月島はじめ浸水リスクが高い
ため、電源装置は、２階以上に
つくるように、インセンティブ
を付与することを求めます。

□

  建築基準法の容積率制限にお
いて、近年の気候変動の影響に
よる水災害の頻発化・激甚化が
懸念されている状況を受けた国
土交通省からの技術的助言をふ
まえ、浸水リスクに配慮した電
気室について容積率緩和の許可
対象として取り扱うこととして
います。
　また、「中央区市街地開発事
業指導要綱」の手続きを通じ
て、一定敷地面積以上の建築計
画を対象に開発事業者と事前協
議を行い、防災対策や環境対策
等の向上に取り組んでいます。

(３)施策の実施状況
P.34
住宅や商業施設等に
おける非常用発電機
や代替エネルギーの
整備

13

高層マンション群への非常時電
力供給策の構築

　エレベーター復旧など、非常
用電源の確保策を、個別具体的
にそれぞれ高層マンションで構
築するサポートを区が行うこと
を求めます。

□

　ご意見として伺います。
　なお、区では、現在、区内の
マンションに対して防災マニュ
アルの作成や、マンション防災
アドバイザーの派遣を通じた防
災訓練等の支援を行っており、
そうした機会を捉えてそれぞれ
のマンションの特性に応じた非
常用電源の確保等の取組につい
て助言等を行っています。

(３)施策の実施状況
P.34
住宅や商業施設等に
おける非常用発電機
や代替エネルギーの
整備
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14

有害物質の飛散・拡散リスクの
把握において、放射性物質の飛
散の追加

　有害物質の飛散・拡散リスク
のおいて、記載の内容から、
「放射性物質」の飛散・拡散を
想定していないような書き方で
ある。
　東日本大震災時の福島原発事
故では、放射性物質の飛散・拡
散が中央区でもあり、対応に苦
慮した。
　きちんと、「放射性物質」の
飛散・拡散も想定して、そのモ
ニタリングができる体制を構築
しておくべきと考えます。よろ
しく対応の方をお願いいたしま
す。

□

　原子力施設は都内に存在して
いません。また、他県にある原
子力施設に関しては、災害に備
えた避難計画等の策定が必要と
なる「原子力災害対策重点区
域」にも東京都は含まれていな
いため、本計画の対象とするリ
スクとはしていません。一方
で、中央区地域防災計画におい
て、東京都との役割分担のも
と、放射線量や放射性物質の測
定・検査と内容・結果を区民等
に対して的確な情報提供・広報
を迅速に行うこととしていま
す。

(３)施策の実施状況
P.38
有害物質の飛散・拡
散リスクの把握

15

災害廃棄物があまりにも多量に
発生した最悪のケースの想定の
必要性

　万が一、災害廃棄物が多量に
出てしまった場合において、道
を塞ぎ、物流を閉ざす危険があ
るとき、どうすればよいか。学
識経験者を入れ、仮置き場が見
いだせない場合の最悪の事態に
おける方策の検討をお願いしま
す。

□

　ご意見として伺います。
　特別区及び東京二十三区清掃
一部事務組合では災害廃棄物処
理に係る協力協定を締結してお
り、処理可能量を上回る災害廃
棄物が発生した場合は、共同で
広域処理の調整を行うこととし
ています。

(３)施策の実施状況
P.39
災害廃棄物（含む瓦
礫）処理体制の構築

16

災害時要配慮者への個別避難計
画（実際に誰が支援に入るかも
含めた）の策定

　例えば、在宅医療的ケア児で
は、電源の確保（外部バッテ
リー、市販蓄電池、電気自動車
など）、電源に依存しない方
策、避難場所の確認（福祉避難
所、病院）などが重要であり、
一人一人にあった個別避難計画
を早急に立案できるように備え
をお願いします。

□

　ご意見として伺います。
　避難行動要支援者への個別避
難計画については、現在、策定
に向けた検討を行っているとこ
ろです。
　なお、在宅人工呼吸器使用者
については、停電時の対応など
の必要があることから、災害時
個別避難計画を整備済みです。

(３)施策の実施状況
P.18、31
避難行動要支援者に
対する避難実施・支
援体制の構築
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17

ヘリポート

　月島だけではなく、築地およ
び日本橋にヘリポートが必要で
あると考えます。
築地では、ヘリポートをビルの
上につくるようなイメージ図で
あるが、エレベーターが止まる
なども考慮に入れる必要があっ
て論外である。きちんと築地市
場跡地のヘリポートは、地上地
面につくることを求めます。
　日本橋にも、ヘリポートをつ
くることを求めます。

□

　ご意見として伺います。
　ヘリコプターの発着可能地点
は、東京都や警視庁、自衛隊な
ど関係機関と協議のうえ選定し
ています。本計画に記載のとお
り、必要に応じて発着可能地点
の追加を検討していきます。

(３)施策の実施状況
P.20、22、23、37
多様な交通・輸送路
の整備（災害時の航
空輸送ルートの確
保）

18

晴海客船ターミナルを位置づけ
ること

　解体を即座に中止させて、防
災船着き場としての機能の温存
とリニューアルを都に求めてく
ださい。解体し、次の施設をつ
くらないまま、放置するのは、
たいへんもったいない。

□ 　ご意見として伺います。

(３)施策の実施状況
P.20、22、23、37
多様な交通・輸送路
の整備（災害時の水
上輸送ルートの確
保）

19

区役所などの非常電源の強化

　17時間の稼働が可能としてい
るが、まる一日ももたないた
め、その時間の延長をお願いし
ます。令和５年の72時間では遅
いと考えます。

□

　ご意見として伺います。
　なお、区では、非常用発電の
稼働時間の延長についての検討
に令和２年から着手しており、
早期に整備できるよう検討を進
めていきます。

(３)施策の実施状況
P.30、31、34
業務継続体制の構築
（庁舎等の耐震化
等） 等

20

区役所の最低限のデータのバッ
クアップ体制の構築

　「移管対象となるシステムの
選定中」とあるが、早急に選定
し、区外のデータセンターでの
保管をお願いします。

□

　ご意見として伺います。
　なお、現在、可能な限り早期
の区外データセンターへの移管
を進めており、引き続き早期の
運用を目指してシステムの選定
等を行っていきます。

(３)施策の実施状況
P.30
業務継続体制の構築
（業務システムへの
被害軽減・早期復
旧）
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